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都市機能誘導区域内外における届出制度について 

 

都市機能誘導区域外での誘導施設の整備の動きを把握するため、都市再生特別措置法第 108 条

第 1 項の規定により、区域外において行う開発行為のうち、本計画に記載された誘導施設を有す

る建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合や、区域外において誘導施設を有する建築物

を新築、改築等を行う場合には、これらの行為に着手する 30日前までに市長への届出が必要とな

ります。 

また、都市再生特別措置法第 108 条の 2の規定により、都市機能誘導区域内において、誘導施

設を休止または廃止しようとする場合についても、同様に 30 日前までに市長への届出が必要とな

ります。 

 

（１）届出対象となる行為 

届出の対象となる行為は以下のとおりです。 

 

■都市機能誘導区域外における届出の対象となる行為 

開発行為 ・誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合 

開発行為以外 

・誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合 

・建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合 

・建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

立地適正化計画区域（長岡京市全域） 

生活拠点型都市機能誘導区域（＝居住誘導区域） 

中心拠点型の誘導施設
を 

建築 

⇒届出必要 

中心拠点型 
都市機能誘導区域 

誘導施設を建築 

⇒届出必要 

都市機能誘導区域 

生活拠点型の誘導施設を建築 

⇒届出不要 

誘導施設を建築 

⇒届出不要 

※ 開発区域が都市機能誘導区域をまたぐ場合も届出が必要となります。 



 

■都市機能誘導区域内における届出の対象となる行為 

休・廃止 ・誘導施設を休止または廃止する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

立地適正化計画区域（長岡京市全域） 

生活拠点型都市機能誘導区域（＝居住誘導区域） 

中心拠点型 
都市機能誘導区域 

誘導施設を休・廃止 

⇒届出不要 

誘導施設を休・廃止 

⇒届出必要 

生活拠点型の誘導施設を 
休・廃止 

⇒届出必要 

中心拠点型の誘導施設
を 

休・廃止 

⇒届出不要 

※ 開発区域が都市機能誘導区域をまたぐ場合も届出が必要となります。

都市機能誘導区域 
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（２） 届出の対象となる区域と施設（誘導施設） 

本計画では、中心拠点型都市機能誘導区域と生活拠点型都市機能誘導区域（＝居住誘導区域）

のそれぞれに誘導施設を定めています。そのため、各都市機能誘導区域に届出の対象となる施設

が異なります。 

 

①都市機能誘導区域外における開発行為等の届出 

届出の対象となる区域と誘導施設は下表の通りです。 

 

誘導施設の種類 

届出が必要な施設（○：必要、－：不要） 

生活拠点型 
都市機能誘導区域外 
（居住誘導区域外） 

中心拠点型 
都市機能誘導区域外 

医療 

病院 ○ ○ 

診療所（内科、外科、小児科、産婦人科） ○ － 

地域医療支援病院 ○ ○ 

高齢者

福祉 

高齢者介護予防・健康増進施設 ○ ○ 

小規模多機能型居宅介護 

・看護小規模多機能型居宅介護 
○ － 

認知症対応型通所介護 ○ － 

障がい 

者(児) 

福祉 

障がい福祉サービスを提供する事業所 ○ － 

障がい児通所支援を提供する事業所 ○ － 

子育て 

支援 

保育所 ○ － 

幼稚園 ○ － 

認定こども園 ○ － 

小規模保育施設 ○ － 

事業所内保育施設 ○ － 

地域子育て支援センター ○ － 

病児病後児保育施設 ○ － 

教育 

文化 

健康増進施設 ○ ○ 

子育て支援施設 ○ － 

地域交流センター ○ － 

小学校、中学校 ○ － 

地域文化調査研究施設 ○ ○ 

商業 

小売商業又はサービス業を営む店舗 ○ ○ 

食料や日用雑貨など多数の品種を扱う 

小規模な店舗 
○ － 

     

  



 

a）中心拠点型都市機能誘導区域外 

下図の区域で下表の施設を建築目的とする開発行為等を行う場合には届出が必要です。 

 

■届出の対象となる区域（  中心拠点型都市機能誘導区域外） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■届出の対象となる施設 

届出が必要な施設 詳 細 

病院 医療法第 1 条の 5 第 1 項に定める病院 

地域医療支援病院 医療法第 4 条に定める地域医療支援病院 

高齢者介護予防・健康増進施設 
トレーニング機器の他、プール・体育館等を備えた、高齢者

が運動機能向上に取り組める施設 

健康増進施設 
体育館、水泳プール、運動場等のスポーツ施設及び集会場機

能を備えた施設 

地域文化調査研究施設 
文化財保護法第 53 条に定める文化財公開承認施設相当 
考古資料・歴史資料を整理及び研究しその成果を広く展示、
公開する場としての施設 

小売商業又はサービス業を営む店舗 － 

 

  

阪急 

西向日駅 

阪急 

長岡天神駅 

阪急西山 

天王山駅 

ＪＲ長岡京駅 

立地適正化計画の区域（＝長岡京市
行政界＝都市計画区域界） 
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b）生活拠点型都市機能誘導区域外 

下図の区域で次頁表の施設を建築目的とする開発行為等を行う場合には届出が必要です。 

 

■届出の対象となる区域（  生活拠点型都市機能誘導区域外） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

阪急 

西向日駅 

阪急 

長岡天神駅 

阪急西山 

天王山駅 

ＪＲ長岡京駅 

立地適正化計画の区域（＝長岡京市
行政界＝都市計画区域界） 

居住誘導区域 
生活拠点型都市機能誘導区域 



 

■届出の対象となる施設 

届出が必要な施設 詳 細 

病院 医療法第 1 条の 5 第 1 項に定める病院 

診療所（内科、外科、小児科、

産婦人科） 

診療科目に内科、外科、小児科、産婦人科のいずれかを含む医療法第１条の５第

２項に定める診療所 

地域医療支援病院 医療法第 4 条に定める地域医療支援病院 

高齢者介護予防・健康増進施設 
トレーニング機器の他、プール・体育館等を備えた、高齢者が運動機能向上に取

り組める施設 

小規模多機能型居宅介護・看護

小規模多機能型居宅介護 
介護保険法第 8 条第 19 項及び第 23 条、第 8 条の 2 第 14 項 

認知症対応型通所介護 介護保険法第 8 条第 18 項、第 8 条の 2 第 13 項 

障がい福祉サービスを 

提供する事業所 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する以下

の障がい福祉サービスを提供する事業所 

・法第５条第７項に定める生活介護 

・法第５条第 10 項に定める施設入所支援 

・法第５条第 12 項に定める自立訓練（機能訓練または生活訓練） 

・法第５条第 13 項に定める就労移行支援 

・法第５条第 14 項に定める就労継続支援 

・法第５条第 17 項に定める共同生活援助 

・法第５条第 27 項に定める地域活動支援センター 

・法第５条第８項に定める短期入所 

障がい児通所支援を提供する事

業所 
児童福祉法第 21 条の５の２に定める障害児通所支援を提供する事業所 

保育所 児童福祉法第 39 条第 1 項に規定する施設 

幼稚園 学校教育法第 1 条に規定する幼稚園 

認定こども園 
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第 2 条

第 6 項に規定する施設 

小規模保育施設 児童福祉法第 6 条の 3 第 10 項に規定する事業に関する施設 

事業所内保育施設 児童福祉法第 6 条の 3 第 12 項に規定する事業に関する施設 

地域子育て支援センター 児童福祉法第 6 条の 3 第 6 項に規定する事業に関する施設 

病児病後児保育施設 児童福祉法第 6 条の 3 第 13 項に規定する事業に関する施設 

健康増進施設 体育館、水泳プール、運動場等のスポーツ施設及び集会場機能を備えた施設 

子育て支援施設 

児童福祉法第６条の３第２項に定める放課後児童健全育成事業を行う事業所、児

童福祉法第６条の３第２項に定める放課後児童健全育成事業を行う事業所で小

学生向け学習塾等の教育施設と学童保育サービスを併設した子育て支援施設 

地域交流センター 
地域住民の相互交流を目的とし、地域活性化の活動拠点として、文化・スポーツ・

地域交流等の都市活動・コミュニティ活動を支える施設 

小学校、中学校 学校教育法第 1 条に規定する小学校、中学校 

地域文化調査研究施設 

文化財保護法第 53 条に定める文化財公開承認施設相当 

考古資料・歴史資料を整理及び研究しその成果を広く展示、公開する場としての

施設 

小売商業又はサービス業を営

む店舗 
－ 

食料や日用雑貨など多数の品

種を扱う小規模な店舗 
－ 
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②都市機能誘導区域内における誘導施設の休廃止の届出 

届出の対象となる区域と誘導施設は下表の通りです。 

誘導施設の種類 

届出が必要な施設（○：必要、－：不要） 

生活拠点型 
都市機能誘導区域内 
（居住誘導区域内） 

中心拠点型 
都市機能誘導区域内 

医療 

病院 － ○ 

診療所（内科、外科、小児科、産婦人科） ○ ○ 

地域医療支援病院 － ○ 

高齢者

福祉 

高齢者介護予防・健康増進施設 － ○ 

小規模多機能型居宅介護 

・看護小規模多機能型居宅介護 
○ ○ 

認知症対応型通所介護 ○ ○ 

障がい 

者(児) 

福祉 

障がい福祉サービスを提供する事業所 ○ ○ 

障がい児通所支援を提供する事業所 ○ ○ 

子育て 

支援 

保育所 ○ ○ 

幼稚園 ○ ○ 

認定こども園 ○ ○ 

小規模保育施設 ○ ○ 

事業所内保育施設 ○ ○ 

地域子育て支援センター ○ ○ 

病児病後児保育施設 ○ ○ 

教育 

文化 

健康増進施設 － ○ 

子育て支援施設 ○ ○ 

地域交流センター ○ ○ 

小学校、中学校 ○ ○ 

地域文化調査研究施設 － ○ 

商業 

小売商業又はサービス業を営む店舗 － ○ 

食料や日用雑貨など多数の品種を扱う 

小規模な店舗 
○ ○ 

 

  



 

  a）中心拠点型都市機能誘導区域内 

下図の区域で次頁表の施設を休止または廃止する場合には届出が必要です。 

 

■届出の対象となる区域（  中心拠点型都市機能誘導区域内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

阪急 

西向日駅 

阪急 

長岡天神駅 

阪急西山 

天王山駅 

ＪＲ長岡京駅 

立地適正化計画の区域（＝長岡京市
行政界＝都市計画区域界） 
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■届出の対象となる施設 

届出が必要な施設 詳 細 

病院 医療法第 1 条の 5 第 1 項に定める病院 

診療所（内科、外科、小児科、

産婦人科） 

診療科目に内科、外科、小児科、産婦人科のいずれかを含む医療法第１条の５第

２項に定める診療所 

地域医療支援病院 医療法第 4 条に定める地域医療支援病院 

高齢者介護予防・健康増進施設 
トレーニング機器の他、プール・体育館等を備えた、高齢者が運動機能向上に取

り組める施設 

小規模多機能型居宅介護・看護

小規模多機能型居宅介護 
介護保険法第 8 条第 19 項及び第 23 条、第 8 条の 2 第 14 項 

認知症対応型通所介護 介護保険法第 8 条第 18 項、第 8 条の 2 第 13 項 

障がい福祉サービスを 

提供する事業所 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する以下

の障がい福祉サービスを提供する事業所 

・法第５条第７項に定める生活介護 

・法第５条第 10 項に定める施設入所支援 

・法第５条第 12 項に定める自立訓練（機能訓練または生活訓練） 

・法第５条第 13 項に定める就労移行支援 

・法第５条第 14 項に定める就労継続支援 

・法第５条第 17 項に定める共同生活援助 

・法第５条第 27 項に定める地域活動支援センター 

・法第５条第８項に定める短期入所 

障がい児通所支援を提供する事

業所 
児童福祉法第 21 条の５の２に定める障害児通所支援を提供する事業所 

保育所 児童福祉法第 39 条第 1 項に規定する施設 

幼稚園 学校教育法第 1 条に規定する幼稚園 

認定こども園 
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第 2 条

第 6 項に規定する施設 

小規模保育施設 児童福祉法第 6 条の 3 第 10 項に規定する事業に関する施設 

事業所内保育施設 児童福祉法第 6 条の 3 第 12 項に規定する事業に関する施設 

地域子育て支援センター 児童福祉法第 6 条の 3 第 6 項に規定する事業に関する施設 

病児病後児保育施設 児童福祉法第 6 条の 3 第 13 項に規定する事業に関する施設 

健康増進施設 体育館、水泳プール、運動場等のスポーツ施設及び集会場機能を備えた施設 

子育て支援施設 

児童福祉法第６条の３第２項に定める放課後児童健全育成事業を行う事業所、児

童福祉法第６条の３第２項に定める放課後児童健全育成事業を行う事業所で小

学生向け学習塾等の教育施設と学童保育サービスを併設した子育て支援施設 

地域交流センター 
地域住民の相互交流を目的とし、地域活性化の活動拠点として、文化・スポーツ・

地域交流等の都市活動・コミュニティ活動を支える施設 

小学校、中学校 学校教育法第 1 条に規定する小学校、中学校 

地域文化調査研究施設 

文化財保護法第 53 条に定める文化財公開承認施設相当 

考古資料・歴史資料を整理及び研究しその成果を広く展示、公開する場としての

施設 

小売商業又はサービス業を営

む店舗 
－ 

食料や日用雑貨など多数の品

種を扱う小規模な店舗 
－ 

 

  



 

b）生活拠点型都市機能誘導区域内 

下図の区域で次頁表の施設を休止または廃止する場合には届出が必要です。 

 

■届出の対象となる区域（  生活拠点型都市機能誘導区域内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

居住誘導区域 
生活拠点型都市機能誘導区域 

阪急 

西向日駅 

阪急 

長岡天神駅 

阪急西山 

天王山駅 

ＪＲ長岡京駅 

立地適正化計画の区域（＝長岡京市
行政界＝都市計画区域界） 



11 

 

■届出の対象となる施設 

届出が必要な施設 詳 細 

診療所（内科、外科、小児科、

産婦人科） 

診療科目に内科、外科、小児科、産婦人科のいずれかを含む医療法第１条の５第

２項に定める診療所 

小規模多機能型居宅介護・看護

小規模多機能型居宅介護 
介護保険法第 8 条第 19 項及び第 23 条、第 8 条の 2 第 14 項 

認知症対応型通所介護 介護保険法第 8 条第 18 項、第 8 条の 2 第 13 項 

障がい福祉サービスを 

提供する事業所 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する以下

の障がい福祉サービスを提供する事業所 

・法第５条第７項に定める生活介護 

・法第５条第 10 項に定める施設入所支援 

・法第５条第 12 項に定める自立訓練（機能訓練または生活訓練） 

・法第５条第 13 項に定める就労移行支援 

・法第５条第 14 項に定める就労継続支援 

・法第５条第 17 項に定める共同生活援助 

・法第５条第 27 項に定める地域活動支援センター 

・法第５条第８項に定める短期入所 

障がい児通所支援を提供する事

業所 
児童福祉法第 21 条の５の２に定める障害児通所支援を提供する事業所 

保育所 児童福祉法第 39 条第 1 項に規定する施設 

幼稚園 学校教育法第 1 条に規定する幼稚園 

認定こども園 
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第 2 条

第 6 項に規定する施設 

小規模保育施設 児童福祉法第 6 条の 3 第 10 項に規定する事業に関する施設 

事業所内保育施設 児童福祉法第 6 条の 3 第 12 項に規定する事業に関する施設 

地域子育て支援センター 児童福祉法第 6 条の 3 第 6 項に規定する事業に関する施設 

病児病後児保育施設 児童福祉法第 6 条の 3 第 13 項に規定する事業に関する施設 

子育て支援施設 

児童福祉法第６条の３第２項に定める放課後児童健全育成事業を行う事業所、児

童福祉法第６条の３第２項に定める放課後児童健全育成事業を行う事業所で小

学生向け学習塾等の教育施設と学童保育サービスを併設した子育て支援施設 

地域交流センター 
地域住民の相互交流を目的とし、地域活性化の活動拠点として、文化・スポーツ・

地域交流等の都市活動・コミュニティ活動を支える施設 

小学校、中学校 学校教育法第 1 条に規定する小学校、中学校 

食料や日用雑貨など多数の品

種を扱う小規模な店舗 
－ 

 

  



 

（３） 届出の手続き 

届出は、以下の区分により、あらかじめ定められている届出書（様式）に添付図書を添えて行

います。 

①開発行為の場合 

◆届出書（様式４） 

 ◆添付図書 

  １）当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示

する図面（縮尺 1,000 分の 1 以上） 

  ２）設計図（縮尺 100 分の 1 以上） 

  ３）その他参考となる事項を記載した図書 

②建築等行為の場合 

◆届出書（様式５） 

 ◆添付図書 

  １）敷地内における建築物の位置を表示する図面（縮尺 100 分の 1 以上） 

  ２）建築物の２面以上の立面図及び各階平面図（縮尺 50 分の 1 以上） 

  ３）その他参考となる事項を記載した図書 

③上記２つの届出内容を変更する場合 

◆届出書（様式６） 

 ◆添付図書 

上記それぞれの場合と同様 

④休止・廃止の場合 

◆届出書（様式７） 

 

 

なお、都市再生特別措置法第 108 条第 1 項に規定する届出が不要な場合は、以下のとおりで

す。 

１. 軽易な行為 

２. 同施行令第 42条に定めるもの 

１）本計画に記載された誘導施設を有する建築物で仮設のものの建築の用に供する目

的で行う開発行為 

２）１）の誘導施設を有する建築物で仮設のものの新築 

３）建築物を改築し、又はその用途を変更して１）の誘導施設を有する建築物で仮設

のものとする行為 

３. 非常災害のため必要な応急措置として行う行為 

４. 都市計画事業の施行として行う行為 

５. 4.の行為に準ずる行為として同施行令第 43条で定めるもの 

１）都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設に関する都市計画に適合し

て行う行為 

 


